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関学カード会員特約 第3条(同窓会費）

同窓会費（終身会費 30,000円）
を未完納の会員は、同窓会に
対して同窓会費の未納分を
JCBカード利用代金と同様の
方法で支払うものとします。

同窓会費（終身会費 48,000円）
を未完納の会員は、同窓会に
対して同窓会費の未納分を
JCBカード利用代金と同様の
方法で支払うものとします。
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